
 

 

山口県市町村職員共済組合 

 

 

 

「ライフサポート」2024 年 9 月 1 日中途加入の取り扱いに関しましては、2024 年 3 月本更新時のパンフレットに記載した文言を当資料の記載どおりに変更いたし

ます。加入に際しましては、必ず当資料とパンフレットをご参照のうえ、お申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY-A-24-団-003404 MY-A-24-特疾-003409 

MY-A-24-団-003405 MYG-A-24-医-003406 

MY-A-24-団医-003407 MYG-A-24-L-1118 

MY-A-24-無医-003408  MYG‐A‐23‐医‐1117 

中途加入用パンフレット読み替え表 

【中途加入の取扱いに関する注意事項】 

○ 2024年９月１日時点で、山口県市町村職員共済組合の組合員でない場合は、「ライフサポート」各制度に加入できません。 

短期組合員は、山口県市町村職員共済組合の団体保険制度の対象外ですので加入できません。 

○ 「遺族サポートプラン」・「遺族サポートロング」・「総合医療プラン」・「先進型医療プラン」・「重病克服プラン」・「長期療養プラン」 

にすでにご加入されている方（配偶者・こどもを含みます）は、コース（保険金額）の変更はできません。 

  (例) 「総合医療プラン」日額 3,000円コースから日額 5,000円コースへの変更はできません。 

○ 本人が既に加入している制度（「遺族サポートプラン」「遺族サポートロング」「総合医療プラン」「先進型医療プラン」「重病克服プラン」）に、配偶者・こど

もを追加加入させることはできません。  

  ※ただし、本人が未加入の制度に、本人と配偶者・こどもが同時に加入することは可能です。 

（例）「先進型医療プラン」加入者が配偶者・こどもを追加することはできません。 

 （但し、「先進型医療プラン」未加入者が今回同制度について申し込みをする場合、配偶者・こどもについても加入することはできます。） 
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意向確認【ご加入前のご確認】 

意向確認【ご加入前のご確認】 
遺族サポートプラン、遺族サポートロングは、死亡または所定の高度障害状態となった場合の保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたっては【注意喚起
情報】・【契約概要】・本パンフレットの内容とあわせて、保障内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください。 
保険金等のお支払いに関する約款規定については引受生命保険会社のホームページ 
（https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html）をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のも
のを記載しており、今後変更の可能性があります。 
意向確認【ご加入前のご確認】 
総合医療プラン（生命保険部分）は、病気や不慮の事故による入院・手術等に対する保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたっては、【注意喚起情
報】・【契約概要】・本パンフレットの内容とあわせて、保障内容・給付金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込ください。 

約款規定については引受保険会社のホームページ 
（https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html）をご覧ください。なお、ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを
記載しており、今後変更の可能性があります。 
意向確認【ご加入前のご確認】 

先進型医療プランは、病気・ ケガを直接の原因とする入院時の保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたっては、【注意喚起情報】・【契約概要】・本パ

ンフレットの内容とあわせて、保障内容・給付金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください｡ 

給付金のお支払いに関する約款規定については本パンフレット記載の団体窓口にお問い合わせください。 
意向確認【ご加入前のご確認】 
重病克服プランは、以下の保障の確保を主な目的とする生命保険です。 
・所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたとき 
・急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態になったとき 
・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の手術を受けられたとき 
ご加入にあたっては、【注意喚起情報】・【契約概要】・本パンフレットの内容とあわせて、保障内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確
認のうえお申込みください。 

約款規定については引受保険会社のホームページ 
（https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html）をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点の
ものを記載しており、今後変更の可能性があります。 

意向確認【ご加入前のご確認】 

総合医療プラン（損害保険部分）は、所定の病気により入院したり手術を受けたとき等の補償の確保を主な目的とする損害保険です。ご加入にあたっては【注意喚起情報】・

【契約概要】・本パンフレットの内容とあわせて、補償内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください。 

なお、保険契約の約款については引受損害保険会社のホームページ（ https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）に掲載しています。詳細をご確認になりたい場合は、そ

ちらをご覧ください。 

意向確認【ご加入前のご確認】 

長期療養収入補償制度は、傷害または疾病（あわせて以下「身体障害」といいます。）により就業障害となったときの補償の確保を主な目的とする損害保険です。ご加入に

あたっては、【注意喚起情報】・【契約概要】・本パンフレットの内容とあわせて、補償内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお

申込みください。 

なお、保険契約の約款については引受損害保険会社のホームページ（ https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）に掲載しています。詳細をご確認になりたい場合は、そち

らをご覧ください。 

 

http://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/
http://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/
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該当ページ 項目 商品 更新パンフレット記載内容 読み替え内容 

表紙 

― 遺族サポートロング 

遺族サポートロングは低保険料、低配当タイプの
新・団体定期保険で運営する新制度に移行するこ
とにより、旧制度は消滅します。ご不明な点につき
ましては山口県市町村職員共済組合までお申し出
ください。なお、お申し出がなかった場合は、 本
件についてご了解いただけたものとして移行手続
いたしますのでご了承ください。 

遺族サポートロングは、新・団体定期保険に移行済みです。 

【専用フリー

ダイヤル】 
共通 

【専用フリーダイヤル】 0120-881-136 

 開設期間：2023 年 8 月 8 日〜2023 年 10 月 20 日 

AM9：00〜PM5：00（土日祝日除く） 

【照会先】引受会社・取扱代理店 明治安田生命保険相互会
社 中国・四国公法人部 法人営業部（082）247−6987ま
で AM9：00〜PM5：00（土日祝日除く） 

申込締切日 共通 2023年 10月 20日（金）  2024年 5月 2日（木）  

責 任 開始 期

（加入日） 
共通 2024年 3月 1日（金） 2024年 9月 1日（日） 

配当のしくみ 
遺族サポートプラン 

遺族サポートロング 

１年後、収支計算して剰余金が生じた場合、配当金
として還付します。 

１年後、収支計算して剰余金が生じた場合、配当金とし
て還付します。 

ただし、今回は 2024年 9月 1日から 2025年 2月 28日 
までの 6カ月間で収支計算を行ない、次年度より 1年 
ごとに収支計算を行ないます。 

注意喚起 共通 ― 
新規加入される際は、保障内容や支払保険料を必ずご確認
いただき、内容をご理解いただいたうえで申込書をご提出
ください。 

3 ページ 

商品の名称 共通 

遺族サポートプラン 
遺族サポートロング 
総合医療プラン（生保部分）・（損保部分） 
先進型医療プラン 
重病克服プラン 
長期療養プラン 
医療保障保険 
長期継続保障 

遺族サポートプラン 
遺族サポートロング 
総合医療プラン（生保部分）・（損保部分） 
先進型医療プラン 
重病克服プラン 
長期療養プラン 
 
※医療保障保険、長期継続保障は既加入者専用制度のため
お取り扱いいたしません。 

商品の特長 
遺族サポートプラン 

遺族サポートロング 

◎配当金があります。（１年毎に収支計算を行い、
剰余金が生じた場合） 

◎配当金があります。（１年毎に収支計算を行い、剰余金
が生じた場合） 
ただし、今回は 2024年 9月 1日から 2025年 2月 28日 
までの 6カ月間で収支計算を行ない、次年度より 1年 
ごとに収支計算を行ないます。 
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該当ページ 項目 商品 更新パンフレット記載内容 読み替え内容 

4 ページ 

ご加入いただ

ける方 
共通 ― 

今回のご案内につきまして以下のお取り扱いはできませ
んのでご注意願います。 

・既に本制度にご加入している方（配偶者・こどもを含み
ます）の、コース（保険金額）変更 

・既に本制度にご加入している方の、配偶者・こどもの追
加加入 など 

ご加入いただ

ける方 

総合医療プラン 

重病克服プラン 

本人、配偶者：組合員（短期組合員を除く）で、17
歳 6カ月を超え、65歳 6カ月までの方 
 
「ご加入いただける方」に記載されている年齢の
説明について 
年齢は 2024年 3月 1日時点の満年齢です。 

本人：組合員（短期組合員を除く）で、17歳 6カ月を超え、
64歳 6カ月までの方 
配偶者：満 18歳を超え、64歳 6カ月までの方 
「ご加入いただける方」に記載されている年齢の説明につ
いて 
年齢は 2024年 9月 1日時点の満年齢です。 
（総合医療プラン（生命保険部分）・重病克服プランにつ
いては計算基準日が 2024年 9月 1日となります。） 

8 ページ 

契約概要 

２．主な保障

の内容（保険

金や給付金を

お支払いする

主な場合）や

保険料 

共通 

◎保険料 
【控除方法】 
毎月の給与から控除します（初回は 2 月分給与よ
り） 
ボーナス時保険料（遺族サポートプラン）は、年 2
回の賞与（12 月と 6 月）より控除します（初回の
ボーナス時保険料は 6月分賞与より控除します） 

◎保険料 
【控除方法】 
毎月の給与から控除します（初回は 8月分給与より） 
※ボーナス給付については中途加入ではお取り扱いいた
しません。 

8 ページ 
契約概要 

３．配当金 

遺族サポートプラン 

遺族サポートロング 

◎配当金の対象となる商品（下記以外の保険は無
配当保険ですので、配当金はありません。） 
 遺族サポートプラン 遺族サポートロング  

医療保障保険 
遺族サポートプラン・遺族サポートロング・医療保
障保険は、1年毎に収支計算を行い、剰余金が生じ
た場合は配当金としてお返しします。 

◎配当金の対象となる商品（下記以外の保険は無配当保険
ですので、配当金はありません。） 
 遺族サポートプラン 遺族サポートロング  
遺族サポートプラン・遺族サポートロングは、1 年毎に収
支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返し
します。 
ただし、今回は 2024 年 9 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日ま
での 6カ月間で収支計算を行ない、次年度より 1年ごとに
収支計算を行ないます。 
※医療保障保険は既加入者専用制度のためお取り扱いい
たしません。 

10 ページ 
配当金に 

ついて 

遺族サポートプラン 
遺族サポートロング 

「遺族サポートプラン」、「遺族サポートロング」、
「医療保障保険」は、1年ごとに収支計算を行い、
剰余金が生じれば、配当金としてお支払いします。 

「遺族サポートプラン」、「遺族サポートロング」は、1年
ごとに収支計算を行い、剰余金が生じれば、配当金として
お支払います。 
ただし、今回は 2024 年 9 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日ま
での 6カ月間で収支計算を行ない、次年度より 1年ごとに
収支計算を行ないます。 
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該当ページ 項目 商品 更新パンフレット記載内容 読み替え内容 

11、19、27、

33、43 ページ 
【保険期間】 

遺族サポートプラン 
遺族サポートロング 
総合医療プラン 
（損害保険部分） 
先進型医療プラン 
長期療養プラン 

2024年 3月 1日（金）～2025年 2月 28日（金） 2024年 9月 1日（日）～2025年 2月 28日（金） 

27、37 ページ 【保険期間】 

総合医療プラン 
（生命保険部分） 
重病克服プラン 

2024年 3月 1日（金）～2025年 2月 28日（金） 2024年 9月 1日（日）～2025年 8月 31日（日） 

11、19 ページ 
保障内容 

（契約概要部分） 

遺族サポートプラン 
遺族サポートロング 

1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合、
配当金として還付いたします。 

1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合、配当金
として還付いたします。 
ただし、今回は 2024 年 9 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日ま
での 6カ月間で収支計算を行ない、次年度より 1年ごとに
収支計算を行ないます。 

11 ページ 
保障内容（契

約概要部分） 
遺族サポートプラン 

※ボーナス給付については、保険金の支払事由が
発生した場合、その期間中の半年払保険料相当額
が必要になります。 

 
※ボーナス給付については中途加入ではお取り扱いいた
しません。 
 

11 ページ 

遺族サポート

プランパンフ

レット掲載の

申込コース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本人

年金原資
【死亡・高度障害・障

害保険金】

年金
受取
期間

年金月額
月額給付

年金受取総額

年金原資
【死亡・高度障害・障

害保険金】

年金
受取
期間

ボーナス
給付額

ボーナス給付
年金受取総額

【障害初期給付金】

（万円） （年） （約 万円） （約 万円） （万円） （年） （万円） （約 万円） （万円）

V1 5,000 30 15.8 5,700 1,000 10 51.7 1,035 600.0
U1 4,000 30 12.6 4,560 1,000 10 51.7 1,035 500.0
A1 3,000 25 11.1 3,337 1,000 10 51.7 1,035 400.0
K1 2,000 20 9.0 2,172 1,000 10 51.7 1,035 300.0
L1 1,500 10 12.9 1,552 500 5 50.5 505 200.0
I1 600 5 10.1 606 400 5 40.4 404 100.0
R 6,000 30 19.0 6,840 － － － － 600.0
V 5,000 30 15.8 5,700 － － － － 500.0
U 4,000 30 12.6 4,560 － － － － 400.0
A 3,000 25 11.1 3,337 － － － － 300.0
K 2,000 20 9.0 2,172 － － － － 200.0
L 1,000 10 8.6 1,035 － － － － 100.0
J 200 － － － － － － － 20.0

障害年金
1級、２級のとき月額給付 ボーナス給付(年２回)

死亡・高度障害・障害状態（障害年金１級）のとき

申込
コース
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該当ページ 項目 商品 更新パンフレット記載内容 読み替え内容 

11 ページ 

遺族サポート

プラン読替 

申込コース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13、14 ページ 

遺族サポート

プランパンフ

レット掲載の

保険料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本人

年金原資
【死亡・高度障害・障

害保険金】

年金
受取
期間

年金月額
月額給付

年金受取総額

年金原資
【死亡・高度障害・障

害保険金】

年金
受取
期間

ボーナス
給付額

ボーナス給付
年金受取総額

【障害初期給付金】

（万円） （年） （約 万円） （約 万円） （万円） （年） （万円） （約 万円） （万円）

R 6,000 30 19.0 6,840 － － － － 600.0
V 5,000 30 15.8 5,700 － － － － 500.0
U 4,000 30 12.6 4,560 － － － － 400.0
A 3,000 25 11.1 3,337 － － － － 300.0
K 2,000 20 9.0 2,172 － － － － 200.0
L 1,000 10 8.6 1,035 － － － － 100.0
J 200 － － － － － － － 20.0

申込
コース

障害年金
1級、２級のときボーナス給付(年２回)月額給付

死亡・高度障害・障害状態（障害年金１級）のとき

本人
保険料（円）

年齢【保険年齢】（生年月日）
18～35歳

(1988.9.2～2006.9.1)

36～40歳
(1983.9.2～1988.9.1)

41～45歳
(1978.9.2～1983.9.1)

46～50歳
(1973.9.2～1978.9.1)

51～55歳
(1968.9.2～1973.9.1)

56～60歳
(1963.9.2～1968.9.1)

61～64（歳）
(1959.9.2～1963.9.1)

65歳
(1958.9.2～1959.9.1)

66～70歳
(1953.9.2～1958.9.1)

月払 半年払 月払 半年払 月払 半年払 月払 半年払 月払 半年払 月払 半年払 月払 半年払 月払 半年払 月払 半年払
男性 4,350 5,320 5,700 6,980 7,600 9,300 10,950 13,400 16,700 20,440 25,400 31,090 38,700 47,370 35,650 43,640 52,950 64,810
女性 3,100 3,800 5,050 6,180 5,900 7,220 8,350 10,220 11,750 14,380 15,650 19,150 20,950 25,640 18,850 23,070 25,500 31,210
男性 3,480 5,320 4,560 6,980 6,080 9,300 8,760 13,400 13,360 20,440 20,320 31,090 30,960 47,370 28,520 43,640 42,360 64,810
女性 2,480 3,800 4,040 6,180 4,720 7,220 6,680 10,220 9,400 14,380 12,520 19,150 16,760 25,640 15,080 23,070 20,400 31,210
男性 2,610 5,320 3,420 6,980 4,560 9,300 6,570 13,400 10,020 20,440 15,240 31,090 23,220 47,370 21,390 43,640 31,770 64,810
女性 1,860 3,800 3,030 6,180 3,540 7,220 5,010 10,220 7,050 14,380 9,390 19,150 12,570 25,640 11,310 23,070 15,300 31,210
男性 1,740 5,320 2,280 6,980 3,040 9,300 4,380 13,400 6,680 20,440 10,160 31,090 15,480 47,370 14,260 43,640 21,180 64,810
女性 1,240 3,800 2,020 6,180 2,360 7,220 3,340 10,220 4,700 14,380 6,260 19,150 8,380 25,640 7,540 23,070 10,200 31,210
男性 1,305 2,660 1,710 3,490 2,280 4,650 3,285 6,700 5,010 10,220 7,620 15,545 11,610 23,685 10,695 21,820 15,885 32,405
女性 930 1,900 1,515 3,090 1,770 3,610 2,505 5,110 3,525 7,190 4,695 9,575 6,285 12,820 5,655 11,535 7,650 15,605
男性 522 2,128 684 2,792 912 3,720 1,314 5,360 2,004 8,176 3,048 12,436 4,644 18,948 4,278 17,456 6,354 25,924
女性 372 1,520 606 2,472 708 2,888 1,002 4,088 1,410 5,752 1,878 7,660 2,514 10,256 2,262 9,228 3,060 12,484
男性 5,220 － 6,840 － 9,120 － 13,140 － 20,040 － 30,480 － 46,440 － 42,780 － 63,540 －
女性 3,720 － 6,060 － 7,080 － 10,020 － 14,100 － 18,780 － 25,140 － 22,620 － 30,600 －
男性 4,350 － 5,700 － 7,600 － 10,950 － 16,700 － 25,400 － 38,700 － 35,650 － 52,950 －
女性 3,100 － 5,050 － 5,900 － 8,350 － 11,750 － 15,650 － 20,950 － 18,850 － 25,500 －
男性 3,480 － 4,560 － 6,080 － 8,760 － 13,360 － 20,320 － 30,960 － 28,520 － 42,360 －
女性 2,480 － 4,040 － 4,720 － 6,680 － 9,400 － 12,520 － 16,760 － 15,080 － 20,400 －
男性 2,610 － 3,420 － 4,560 － 6,570 － 10,020 － 15,240 － 23,220 － 21,390 － 31,770 －
女性 1,860 － 3,030 － 3,540 － 5,010 － 7,050 － 9,390 － 12,570 － 11,310 － 15,300 －
男性 1,740 － 2,280 － 3,040 － 4,380 － 6,680 － 10,160 － 15,480 － 14,260 － 21,180 －
女性 1,240 － 2,020 － 2,360 － 3,340 － 4,700 － 6,260 － 8,380 － 7,540 － 10,200 －
男性 870 － 1,140 － 1,520 － 2,190 － 3,340 － 5,080 － 7,740 － 7,130 － 10,590 －
女性 620 － 1,010 － 1,180 － 1,670 － 2,350 － 3,130 － 4,190 － 3,770 － 5,100 －
男性 174 － 228 － 304 － 438 － 668 － 1,016 － 1,548 － 1,426 － 2,118 －
女性 124 － 202 － 236 － 334 － 470 － 626 － 838 － 754 － 1,020 －

J

L

K

性別
申込
コース

A

U

V

R

I1

L1

K1

A1

U1

V1



6 

 

該当ページ 項目 商品 更新パンフレット記載内容 読み替え内容 

13、14 ページ 

遺族サポート

プラン 

読替保険料 

 

 

13 ページ 保険料 遺族サポートプラン 

記載の保険料は本パンフレット作成時点で算出し

たものであり、適用される保険料は記載の保険料

と異なる場合があります。また、今後の基礎率な

どの改定により保険料は改定されることがありま

す。 

記載の保険料は、正規保険料です。 

 

※半年払については中途加入ではお取り扱いいたしませ

ん。 

16、17、18 

ページ 

既加入者専用

コース 
遺族サポートプラン 既加入者専用コース 保障内容 保険料 

既加入者専用コースについては新規加入はできません。 

中途ではお取り扱いいたしません。 

21 ページ 保険料 遺族サポートロング 

記載の保険料は本パンフレット作成時点で算出し
たものであり、適用される保険料は記載の保険料
と異なる場合があります。また、今後の基礎率など
の改定により保険料は改定されることがありま
す。 

記載の保険料は、正規保険料です。 
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該当ページ 項目 商品 更新パンフレット記載内容 読み替え内容 

28 ページ 

月額保険料 

表に記載の 

年齢 

総合医療プラン（生命保
険部分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28、31 ページ 月額保険料 総合医療プラン 

記載の保険料は本パンフレット作成時点で算出し

たものであり、適用される保険料は記載の保険料

と異なる場合があります。また、今後の基礎率な

どの改定により保険料は改定されることがありま

す。 

記載の保険料は本読み替え表作成時点で算出したもので

あり、適用される保険料は記載の保険料と異なる場合が

あります。また、今後の基礎率などの改定により保険料

は改定されることがあります。 

28、31 ページ 月額保険料 総合医療プラン 

【総合医療プラン〈損害保険部分〉】 

・保険料は、概算保険料です。適用となる保険料

は変動する可能性があります。 

【総合医療プラン〈損害保険部分〉】 

・記載の保険料は、確定保険料です。 

34 ページ 保険料 先進型医療プラン 

記載の保険料は本パンフレット作成時点で算出し

たものであり、適用される保険料は記載の保険料

と異なる場合があります。また、今後の基礎率など

の改定により保険料は改定されることがありま

す。 

保険料は正規保険料です。 
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該当ページ 項目 商品 更新パンフレット記載内容 読み替え内容 

39、40 ページ 保険料 重病克服プラン 

記載の保険料は本パンフレット作成時点で算出し

たものであり、適用される保険料は記載の保険料

と異なる場合があります。また、今後の基礎率など

の改定により保険料は改定されることがありま

す。 

記載の保険料は本読み替え表作成時点で算出したもので

あり、適用される保険料は記載の保険料と異なる場合があ

ります。また、今後の基礎率などの改定により保険料は改

定されることがあります。 

39、40 ページ 

重病克服プラ

ンパンフレッ

ト記載の保険

料 
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該当ページ 項目 商品 更新パンフレット記載内容 読み替え内容 

39、40 ページ 
重病克服プラ

ン読替保険料 

 

 

39、40 ページ 読替保険料 重病克服プラン ―― 

この制度の保険料は年単位の契約応当日ごとの総保険金

額により割引が適応される場合があります。記載の保険料

は総保険金額 10 億円未満の場合の保険料です。したがっ

て、実際の総保険金額が異なれば、保険料も異なる場合が

あります。その場合は年単位の契約応当日より正規保険料

を適用します。 

43 ページ 月額保険料 長期療養プラン 
保険料は、概算保険料です。適用となる保険料は

変動する可能性があります。 
記載の保険料は、確定保険料です。 

66 ページ FAX 番号 共通 

FAX番号：082-242-2712  

設置期間：2023年8月8日（火）～2023年10月20

日（金）の間 

FAX番号：082-242-2712  

設置期間：2024 年 4 月 16 日（火）～2024 年 5 月 2 日

（木）の間 

裏表紙 お申込み方法 共通 

所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご

提出ください。既にご加入の方で、申込書の提出

がない場合は、自動更新として取り扱います。 

所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出くだ

さい。 

―― 
中途契約の

取り扱い 

重病克服プラン 

総合医療プラン（生命保
険部分） 

―― 

この制度は、山口県市町村職員共済組合を契約者とし、

2024 年 9 月１日を契約応当日とした集団扱の保険契約で

す。この制度にお申込いただいた方は、2025 年 3 月１日
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より、同一契約者で、同種類、同額の、別の集団扱の保険

契約に、スケールメリットの拡大を目的として移行するこ

ととなります。（その際、今回お申込いただいた契約は解約

されたものとして取り扱います。ただし、解約返戻金はあ

りません。） 

なお、割引率の変更等により、保険料が変動する場合があ

ります。 


